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 意見書 

新宿区総務部契約管財課 様 

令和５年１１月６日 （月）に開催されました、第２回新宿区労働報酬等審議会の内容につきまして、

下記のとおり、ご提案申し上げます。 

■新宿区公契約条例に関するアンケート実施について

  新宿区における公契約条例に関するアンケートの実施について、現状のアンケート内容だけで

は、公契約実施にかかる内容について確認するのみとなっております。労働者に対するアンケー

ト内容としては現状でよいと思われますが、事業者については、よりコンプライアンス意識を高

めてもらうことを意図として、事業所労働条件調査についても調査すべきではないかと考えます。 

  世田谷区において既に導入済みの 「公契約締結事業者への労働条件調査」の状況について、東 

京都社会保険労務士会世田谷支部岩城支部長、同支部公契約担当窓口の髙野氏、同竹内氏の３名 

の方々と、令和５年１１月１５日 （水）に情報交換をして参りました。一部当該資料を入手した 

ので、参考資料として添付いたします。 

  ≪令和４年度の実施状況≫ 

１５チーム（毎年、１チーム２～３名体制）で、「世田谷区労働条件調査」を実施。 

実施の流れとして、 

① 世田谷区役所から事前に労働条件確認調査の実施についての説明及び労働条件確認帳票

（チェックシート）等の書類を送付する。（参考資料フォルダ１）

② 世田谷区は、社労士会世田谷支部に調査対象先として報告を行い、社労士会は対象事業

所に実施日等の連絡を行った上、現地調査を実施。（参考資料フォルダ２）

③ 社労士会は、事業所労働条件調査報告書（参考資料フォルダ３）を世田谷区役所に提出

する。

④ 世田谷区は、社労士会より受けた調査結果を対象事業所に報告する。

【補足】 

●社労士会の担当は、②～③となり、当該実施期間は概ね 1 カ月～1 カ月半。

●令和 5 年度については、現在経過途中であるが、12 チームで対応中。

●社労士会の受託費用、１チーム２０万円程度。

上記、世田谷区における 「労働条件調査」は、事業者への調査がメインとなっています。新宿区

で実施されている現状のアンケート内容も非常に重要だと考えます。したがって、当該新宿区のア

ンケートに世田谷区の 「労働条件調査」を加えることにより、事業者側のコンプライアンス意識を

高めることができ、公契約にかかる労働者の適正な労働条件の確保、区内産業の振興及び地域経済
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の活性化並びに区民の生活の安全安心及び福祉の増進を図ることができると考えます。 

また、当該現地調査を行うにあたり、労働社会保険諸法令における専門家として、唯一の国家資

格である社会保険労務士が参加させて頂くことで、公契約締結事業の改善及び発展に大きく寄与で

きると考えます。 

 

■実施方法（案） 

世田谷区で実施されている上記①～④の順で行うことを想定します。 

 なお、調査実施対象となる事業者については、全ての事業者を調査実資するのは困難であると想 

定しますので、新宿区役所にて選定された事業についてのみとなると考えられます。（世田谷区も 

同様） 

 ①の事前書面送付は全事業所を対象に、新宿区で実施されているアンケートも同封する。労働者 

については、同アンケートのみを全員に配布する。②の現地調査とは別に、現地調査対象外の事業 

所 （労働者含む）から回収した労働条件確認帳票及び現新宿区のアンケートについても、社会保険 

労務士会で報告書を作成する。④については、新宿区にご対応頂く。 

 

 上記実施方法は現時点での私案であるため、実施にあたっては検討が必要になります。また、実 

施期間については、世田谷区では現地調査実施後の報告書提出だけであり、新宿区では現地調査

に加え、現地調査をしない事業所等の労働条件確認帳票及び現新宿区のアンケートの報告書の作

成となるため、実施期間は早くて２～３か月ぐらいではないかと考えられます。それに伴い委託

費についても検討する必要が出てまいります。ご検討頂けますと幸甚でございます。 

 

   

２０２３年１１月２６日 

東京都社会保険労務士会 

 城西統括支部 支部長 石川 光子 



参考資料フォルダ１















参考資料フォルダ２













参考資料フォルダ３








	01意見書20231126
	02参考資料ーフォルダ１
	03参考資料ーフォルダ２（１）
	04参考資料ーフォルダ２（２）
	05参考資料ーフォルダ３

